
    令和３年７月７日 

                            教育委員会事務局 

   

新型コロナウイルス感染症に係る教育委員会事務局の対応について 

 

 標記の件について、令和３年６月１７日開催の文教常任委員会で報告した後の対応につい

て、下記のとおり報告する。 

 

記 

 

１ 緊急事態宣言の解除及びまん延防止等重点措置への移行を踏まえた対応について 

  本件対応の適用期間（令和３年６月２１日（月）～７月１１日（日）） 

（１）区立小中学校及び幼稚園・認定子ども園 

  ・感染症防止対策を徹底した上で、通常の登校・登園 

・学級閉鎖等により登校できない児童・生徒や、感染症等への不安により登校を控える  

児童・生徒には、オンラインによる授業参加やＩＣＴを活用した学習、学校情報や学

習課題等の定期的配信など、児童・生徒の実態等に応じた支援を実施する。 

・校外での学習は、できる限り公共交通機関を利用しない方法で実施する。 

・部活動は、学校の実態に合わせて人数、時間、場所等を設定して実施する。 

・各種行事等は、感染状況等によって内容や方法を工夫し実施する。 

・宿泊を伴う行事は、感染症対策を示し、参加意思を再確認の上、原則実施する。 

（２）新ＢＯＰ 

  ・学童クラブは保護者に利用の自粛を求め運営する。 

・ＢＯＰは休止を継続する。 

（３）学校施設開放 

感染防止対策を徹底した上で学校施設を開放。開放時間は２０時まで。 

（４）図書館・図書室・図書館カウンター 

   感染防止対策を徹底した上で開館する。２時間以内での利用を要請するとともに、必 

  要に応じて密集が発生しないように入場整理を行う。 

 

２ 教職員等を対象とした新型コロナウイルスワクチンの接種について 

（１）実施主体  

東京都 

（２）ワクチン接種対象者 

① 園児・児童・生徒と接する機会のある教職員等 

② 初めてワクチン接種を受ける教職員等 

※具体的な対象範囲は、区立の幼稚園・認定こども園・小学校・中学校等に勤務す

る都職員及び区職員（教員、事務職員、学校主事、警備職員等）、委託事業者等で

ある。 

（３）接種会場 

東京都が指定する会場（調整中） 

（４）接種時期 

   ７月中旬から８月末まで（委託事業者は別スケジュール） 



３ 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会における学校連携観戦について 
（１）区教育委員会の対応 

新型コロナウイルス感染症対応、公共交通機関利用、熱中症対策及び各学校の意向な 
ど総合的な観点から、幼児・児童・生徒の安全・安心を第一に考え、中止する。 

（２）事業の概要 
・参加対象：区立幼稚園の５歳児、区立小・中学校の全児童・生徒、引率教員 

 約 5.3 万人 
・期  間：令和３年７月２６日（月）から９月５日（日）まで 
・対象競技及び会場 

オリンピック パラリンピック 
陸上競技（オリンピックスタジアム） 陸上競技（オリンピックスタジアム） 
ラグビー（東京スタジアム） 水泳（東京アクアティクスセンター） 
近代五種（東京スタジアム） バドミントン（国立代々木競技場） 
バドミントン（武蔵野の森総合スポーツプラザ） 卓球（東京体育館） 
ハンドボール（国立代々木競技場） 馬術（馬事公苑） 
バレーボール（有明アリーナ） 車いすラグビー（国立代々木競技場） 
スケートボード（有明アーバンスポーツパーク） 車いすバスケットボール（有明アリーナ） 
馬術（馬事公苑） 車いすテニス（有明テニスの森） 
・費  用：観戦チケットの費用は、都教育委員会が負担 

（３）対応に至るまでの経緯 
・６月２８日（月）都教育委員会から「学校連携観戦に係る検討状況について（情報 

提供）」を受理 
 ・６月２９日（火）上記情報提供を各園・学校へ送付 

  ・７月 １日（木）各園・学校に意向調査を実施 
  ・７月 ２日（金）区長部局と協議 

 ・７月 ５日（月）区教育委員会臨時会を開催 
・７月 ６日（火）都教育委員会から「東京 2020 大会における学校連携観戦に係る意 
         向調査について（依頼）」及び「学校連携観戦に係る取扱いについ 

て」を受理 
 

４ 区立小中学校での感染発生状況（直近 3 か月の推移） 

 区立小学校 区立中学校 合 計 

人数 学校数 人数 学校数 人数 学校数 

４月 ４３人 ２４校 １４人 １０校 ５７人 ３４校 

５月 ３４人 ３１校 ９人 ９校 ４３人 ４０校 

６月 １２人 １２校 ３人 ３校 １５人 １５校 

（注）人数については、児童・生徒及び教職員等の陽性者数。 

学校数については、同一月内で関連性が認められない陽性判明が複数あった場合はそれぞれ計上

している。（例）4 月 1 日 A 校で陽性判明、4 月 25 日 A 校で陽性判明の場合 2 校で計上。 


